
名   称  一般社団法人 国民宿舎協会 

 

 

所 在 地  〒１８２－００２５ 

        東京都調布市多摩川五丁目２９番２号 

調布パレス５２７ ５０３号室 

      ＴＥＬ：０５０－５４９１－０６６４ 

ＦＡＸ：０５０－３４５０－８０６２ 

 

設   立  昭和４３年３月１２日 

 

目   的  本会は、地方公共団体によって設置された公営国民宿舎の質的 

向上と運営の合理化とを研究するとともに、観光旅行の促進と 

国民宿舎を核とする地域活性に貢献する諸方策の開発をはかり 

もって国民の保健休養と福祉の増進に寄与し、あわせて地域社 

会の振興に資することを目的とする。 

 

会   員  地方公共団体等 

 

会 員 数  ６９（正会員６０、特別会員６、名誉会員１、賛助会員２） 

 

会    長  清水 一郎 

 

宿 舎 数  ７０ 

 

事業内容   １．国民宿舎の経営に関する調査研究を行うこと。 

       ２．国民宿舎の施設および環境に関する調査研究を行うこと。 

       ３．国民宿舎の広報宣伝および利用案内を行うこと。 

４．国民宿舎の経営および設計の指導ならびに受託を行うこと。 

５．国民宿舎従業員の研修、表彰及び福利厚生に関すること。 

       ６．健全な余暇活動の調査研究を行うこと。 

       ７．健全な国民旅行の調査研究を行うこと。 

       ８．国の行う保健休養施策に対し、協力すること。 

       ９．関係機関および会員相互の連絡提携を行うこと。 

      １０．国民宿舎の利用客に対する誘致に関する諸方策を行うこと。 

１１．国民宿舎周辺の地域情報の発信を行うこと。  

      １２．国民宿舎周辺地域の観光資源に関する調査研究を行うこと。 

      １３．前各号のほか本会の目的を達成するために必要なこと。 



沿     革 

 

１９５６年 国民宿舎制度の発足（ 昭和３１年 ） 

厚生年金積立金還元融資制度の対象事業に指定される 

１９５７年 初の「公営国民宿舎」鳥取県湯梨浜町「水明荘」が営業開始 

１９５８年 国民宿舎指定要綱の制定 

１９６０年 当協会の前身、全国国民宿舎運営協議会の設立（ 昭和３５年 ） 

１９６１年 国民年金特別融資制度の対象事業に指定される 

１９６３年 地方公共団体の設置する国民宿舎設置運営要綱の制定 

国民宿舎設計基準及び利用料基準の制定 

１９６４年 国民宿舎管理基準の制定 

１９６８年 社団法人国民宿舎協会の設立（ 昭和４３年 ） 

＜全国国民宿舎運営協議会の解散＞ 

１９７１年 厚生省国立公園部より環境庁自然保護局の所管へ変更 

１９８４年 国民宿舎サービス基準の策定 

１９９６年 国民宿舎施設基準・管理運営基準・利用料標準の制定 

２０００年 年金積立金還元融資制度の廃止 

２００２年 国民宿舎関係通達・通知の廃止 

公営国民宿舎に関する要綱及び内規の制定 

２００６年 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定 

２０１３年 一般社団法人へ移行（ 平成２５年 ） 

２０１４年 公益目的支出計画の実施が完了 

 


